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２０１１年１２月１９日 原発の運転再開に反対する政府交渉での確認点 

◆福島事故で地震によって配管が破損した可能性は否定できない 

◆原発の運転再開については、安全協定が結ばれる地域への説明と理解が必要 

2012.1.6 美浜の会 

 

2011 年１２月１９日の原発の運転再開に反対する政府交渉では、全国１２５団体で提出した質

問・要請書に即して、福島原発事故の実態・原因が解明されていない問題を中心に、さまざまな

やり取りを行った。そこで主に、①地震による配管破損の可能性とストレステスト、②運転再開

にあたっては、防災範囲の拡大に関連して隣接自治体の立地点並み安全協定締結を求める意向を

尊重すべきではないかという問題について、下記のような確認点が得られた。 

運転再開に当たっての「地元了解」という関門を通過させないために、この確認点を最大限生

かすよう運動を進めていこう。 

 

■地震による配管破損及びストレステスト等の問題 

１．福島第一原発１号機の非常用復水器系配管に、地震直後に０．３平方ｃｍのひび割れが入っ

た可能性は否定できないこと、及び、津波以後にひび割れが拡大した可能性も否定できないこ

と。この実態については、今後も現場調査が必要なことを確認。 

 

２．早期放射能放出とそのルートの問題 

（１）１５：２９の原子炉建屋外モニタリングポストＭＰ－３の高高警報については、ホワイト

ボードに書かれていたのは事実と認めるが、内容には否定的な傾向の回答。その根拠としては、 

・電気系統の故障が考えられるが、確認はできていない。東電が報告しないから。 

・他のモニタ（格納容器内と排気筒モニタ）が放射能をキャッチしていない。 

  ⇒しかし、これだけでは、放射能が敷地に出ていたことは否定できないことを確認。 

（２）１７：５０ホワイトボードの記述については、「放射能が原子炉建屋内に存在したという確

認はできていない、二重扉の場所で普通でも線量が上がることはある」、「東電がデータを出さ

ない」と言訳。しかし、この時刻に放射能が建屋内に存在したことは否定できないことは確認。 

（３）ＩＣ系配管が破損していた可能性について、「まだ分からない、今後データを集めて原因究

明していく」と回答。 

 

３．ＩＣ系配管の耐震解析 

 ＩＣ系配管を取り替えたのは昭和５０年頃かと思うが明確でない。検査は毎年実施しており、

直近は平成２２年６～８月の定検時。今回の耐震解析で、ある箇所の評価値は１０５MPa で許

容値は３１０MPa なので破損するはずがない。もし実際に破損していればこの耐震解析は破綻。 
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４．ストレステスト 

出てくれば順次審査する。保安院の評価を先生方に見てもらう。判断基準は保安院、安全委員

会ともにまだない。どうなれば実態と原因が解明できたことになるのか－明確な答えなし。 

 

５．耐震バックチェック作業について：これは、ストレステストの評価作業と平行して進めてい

る。ストレステスト評価は、古い過去の耐震・津波評価方法でいったんとりまとめるとのこと。 

 

■立地点並の安全協定締結を求める周辺自治体への対応について 

 当初エネ庁は「安全協定の締結は、自治体と事業者の関係なので、国から指示等をすることは

考えていない。自治体の意向は全く関係ないとは言えないが、運転再開については、考慮する自

治体の範囲や自治体の意向も含めて４大臣が総合的に判断する。政府方針では、運転再開と防災

計画のリンクは謳われていないので、リンクが必要かどうかは分からない。今後地元への説明の

中で自治体の意向を踏まえて判断されるものだと思う」とした。しかし、交渉の過程で保安院と

原子力安全委員会の直接の担当者の発言が優勢となり、結局次のような確認点が得られた。 
 

① 運転再開については、安全協定が結ばれる地域への説明と理解が必要である。 

［保安院］ 

保安院も、最初は「防災計画の策定と運転再開とは関係ないと思っている」と回答したが、運

転再開を行う前に、安全協定を締結した自治体に対して説明し、理解を得る必要があるかどうか

問うと、以下のように、エネ庁とは異なる考えを示した。 
 

・安全協定を結んだ自治体に対しては説明が必要だと思う。 

・安全協定を結んだ自治体の理解が無くて、運転再開はありえないと思う。 

・安全協定を結んだ地域の方々にも、当然説明して理解してもらうことが必要だと思う。 

 

[原子力安全委員会] 

・安全協定を締結しようとする自治体の意向は尊重すべきである。 
 

②３０～５０ｋｍ圏では安全協定が結ばれるべきである。 

［保安院］ 

・安全協定は電力会社と自治体の間の問題だが、今回拡大された３０ｋｍ、場合によっては５０

ｋｍの防災範囲は尊重されるべきで、尊重されない場合は電力会社を指導する。 
 

［原子力安全委員会］ 

・３０、５０ｋｍに拡大された防災範囲における防災対策を効果的に実施するためには、地域防

災計画等を作る際に、その範囲の自治体や住民等が関与する枠組みを構築し、その決定プロセス

への参加を確保することが重要である。 

・安全協定があれば、防災対策がより実効的に行えるということが原子力安全委員会内で議論さ

れている。 

 

③ＳＰＥＥＤＩの情報等、国が持っている情報は可能な限り提供すべきである。 

［原子力安全委員会］ 

・滋賀県等からＳＰＥＥＤＩの情報の提供をするように連絡を受けているが、ＳＰＥＥＤＩなど

防災対策を行う上で国が持っている情報は可能な限り都道府県に与えるべきである。 

 


